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審議会等別女性の登用状況（令和５年４月１日現在） 

名称 審議会等数 
女性を含む

審議会等数 
委員総数 女性 女性の割合 

① 地方自治法（第２０２条の３）に基づく附属機関  

 

法令必置の附属機関 ７ ７ １６８ ３７ ２２．０％ 

法律又は条例により設置

されている附属機関 
３６ ２９ ３７０ １００ ２７．５％ 

② その他協議会等  

 
規則又は要綱等により設

置されているもの 
１４ １４ ２０２ ６５ ３２．２％ 

合計 ５７ ５０ ７４０ ２０２ ２７．０％ 

※現に委員が委嘱されていない審議会等は含まない。 

 

 

①地方自治法（第２０２条の３）に基づく附属機関 

 法令必置の附属機関（７） 

名 称 委員総数 女性 女性の割合 

防災会議 ４４ ５ １１．４％ 

国民保護協議会 ３９ ３ ７．７％ 

国民健康保険運営協議会 １６ ６ ３７．５％ 

民生委員推薦会 １４ ８ ５７．１％ 

障害者介護給付認定審査会 １０ ２ ２０．０％ 

介護認定審査会 ４０ １２ ３０．０％ 

成田市建築審査会 ５ １ ２０．０％ 

合 計 １６８ ３７ ２２．０％ 

 

 

 法律又は条例により設置されている附属機関（３６） 

名 称 委員総数 女性 女性の割合 

総合計画審議会 １２ ４ ３３．３％ 

情報公開及び個人情報保護審査会 ５ １ ２０．０％ 

コンプライアンス審査会 ３ ０ ０％ 

行政不服審査会 ３ ０ ０％ 

行政改革推進委員会 １０ ５ ５０．０％ 

市有地の管理等に関する審議会 ５ ０ ０％ 

入札等監視委員会 ３ ０ ０％ 

スポーツ推進審議会 １０ ３ ３０．０％ 

防犯まちづくり推進協議会 １８ ４ ２２．２％ 
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環境審議会 １８ ７ ３８．９％ 

放置自動車廃物判定委員会 ６ １ １６．７％ 

空き缶等及び吸い殻等散乱防止審議会 ７ ０ ０％ 

保健福祉審議会 １５ ６ ４０．０％ 

老人ホーム入所判定委員会 ５ ２ ４０．０％ 

保健福祉審議会子ども・子育て支援部会 １０ ７ ７０．０％ 

予防接種健康被害調査委員会 ８ １ １２．５％ 

健康づくり推進協議会 １０ ３ ３０．０％ 

農政推進協議会 １６ ３ １８．８％ 

公設地方卸売市場運営審議会 １６ １ ６．３％ 

市場取引委員会 １１ ０ ０％ 

市営住宅入居者選考委員会 ８ ４ ５０．０％ 

都市計画審議会 １５ ４ ２６．７％ 

地域公共交通活性化協議会 ２８ ３ １０．７％ 

景観審議会 １１ ４ ３６．４％ 

水道事業運営審議会 ７ ４ ５７．１％ 

学区審議会 １０ ４ ４０．０％ 

心身障害児教育支援委員会 ８ ３ ３７．５％ 

学校給食センター運営委員会 ９ ４ ４４．４％ 

社会教育委員 １０ ３ ３０．０％ 

青少年問題協議会 １９ ３ １５．８％ 

文化財審議委員会 ８ １ １２．５％ 

生涯学習推進協議会 １０ ３ ３０．０％ 

公民館運営審議会 １０ ４ ４０．０％ 

図書館協議会 ９ ４ ４４．４％ 

消防委員会 １１ ４ ３６．４％ 

消防賞じゅつ金審査委員会 ６ ０ ０％ 

合 計 ３７０ １００ ２７．５％ 

 


